
 
広
島
県
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
日 

広
島
県
知
事  

横 
 

田 
 

美 
 

香 

一 

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
） 

二 

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模
並
び
に
対
象
事
業
実
施
区
域 

三 

関
係
地
域
の
範
囲
及
び
そ
の
範
囲
が
属
す
る
市
町 

 
 

呉
市
広
多
賀
谷
一
丁
目
～
四
丁
目
、
広
本
町
一
丁
目
の
一
部
、
広
末
広
一
丁
目
の
一
部
、
広
末
広
二
丁

目
の
一
部
、
広
黄
幡
町
の
一
部
、
広
長
浜
一
丁
目
の
一
部
、
広
古
新
開
一
丁
目
の
一
部
、
広
古
新
開
二
丁

目
の
一
部
、
広
文
化
町
の
一
部
、
広
横
路
一
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
中
央
四
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
中
央
五
丁

目
の
一
部
、
阿
賀
中
央
六
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
中
央
七
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
南
一
丁
目
、
阿
賀
南
二
丁
目
、

阿
賀
南
三
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
南
四
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
南
五
丁
目
の
一
部
、
阿
賀
南
六
丁
目
の
一
部
、

阿
賀
南
七
丁
目
の
一
部 

四 

環
境
影
響
評
価
書
及
び
要
約
書
の
写
し
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間 

 

１ 

場
所 

 
 

㈠ 

広
島
県
環
境
県
民
局
環
境
保
全
課 

 
 

㈡ 

広
島
県
西
部
厚
生
環
境
事
務
所
呉
支
所
衛
生
環
境
課 

 
 

㈢ 

呉
市
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

㈣ 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
く
れ 

管
理
棟 

 
 

㈤ 

呉
市
広
市
民
セ
ン
タ
ー 

 
 

㈥ 

呉
市
阿
賀
市
民
セ
ン
タ
ー 

 

２ 

期
間 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
） 

事

業

者

の

氏

名 
呉
市
長 

新
原 

芳
明 

事

業

者

の

住

所 

広
島
県
呉
市
中
央
四
丁
目
一
番
六
号 

対
象
事
業
の
名
称 

呉
市
次
期
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業 

対
象
事
業
の
種
類 

ご
み
処
理
施
設
の
設
置
事
業 

対
象
事
業
の
規
模 

・
可
燃
ご
み
処
理
設
備
：
二
三
〇
ト
ン
（
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
） 

・
破
砕
処
理
設
備
：
三
六
ト
ン
（
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
） 

対
象
事
業
実
施
区
域 

広
島
県
呉
市
広
多
賀
谷
三
丁
目
八
番
六
号 



 
３ 

時
間 

 
 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分 

 


